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はじめに 

  

フォローアップ会議は、これまでに引き続き、今年度も市長から第 4 次総合計画の実

施状況を調査・確認・評価し、その結果を報告するように求められたことを受けて開催

されました。 

  

多くの市民の参加により策定され、平成 19 年度からスタートした第 4 次総合計画も、

9年目を迎えました。 

また、計画策定後 5年の中間年にあたる平成 23年度には、第 4次総合計画の基本計画

について、人口減少を始めとする社会状況の変化や、防災を始めとする社会的気運の変

化など、時代潮流の変化による大きなずれが生じていないかを確認するために、基本計

画検証会議が開催され、その方向性について大きな逸脱がないことが確認されました。 

フォローアップ会議は、総合計画に明記された「さまざまな施策は、基本計画に沿っ

て実施されていく必要があり、これらの実施状況を調査、検証、評価するための会議な

どを設置し、基本計画をフォローアップします。」との趣旨をうけ、平成 21 年度に設置

され、これまで平成 21年度、22年度、24年度、25年度、26年度にそれぞれ会議を開催し、

基本計画の着実な進捗に向けた議論を重ねてきました。 

  

今年度は、これまでのフォローアップ会議や基本計画検証会議での取り組みの経過を

踏まえながら、“総合計画の進捗状況の評価”を行ったほか、昨年度新たな取り組みとし

て実施しました “担当課との意見交換”を、今年度も実施しました。 

  

 その要旨をご報告します。 

 

 

平成 28年 3月 14日 

富田林市総合計画フォローアップ会議 

座長 吉川 耕司 
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Ⅰ．フォローアップ会議の基本方針 

 

１．基本方針の確認 

これまでの総合計画は、個別の行政課題中心の言わば「縦糸」中心の計画でした。 

しかし、第 4 次総合計画では、市政始まって以来初めて、基本計画の第 1 章に「人権

の実現を理念とした市民参加のしくみづくり」として、次のようなことを目標とした“3

つのしくみづくり”を求めています。そして同時に、この“3つのしくみづくり”を「横

糸」として、個別の行政課題という「縦糸」の中に織り込むことを求めています。 

 

● さまざまな立場の市民が行政活動に参加できるしくみづくり 

市民がさまざまな形で行政参加していくことで市民自身が育っていく 

 

● 行政職員の市民意識の理解を促すしくみづくり 

行政職員が市民活動に参加することで市民意識を育てていく 

 

● 市民と行政の協働を推進するしくみづくり 

共に育った市民と行政職員が対等な立場で協働してまちづくりに知恵と汗をかく 
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２．今年度会議のあり方 

これまでのフォローアップ会議では、総合計画にうたわれた「横糸」の反映に関する

検証を重視することによる市民協働・市民参加の推進に向けた「しくみづくり」や、総

合計画を中心とした PDCA サイクルの活用を行うための「しかけづくり」を目的に、「フ

ォローアップ会議の組織化」、「検証のための資料の整備」、「職員の合意、周知、理解を

進める方策」などについての提案を行い、総合計画の実施状況の確認と評価を進めてき

ました。 

今年度は、これまでのフォローアップ会議・基本計画検証会議での評価を踏まえて、

“総合計画の実効性を担保するための評価の継続”と、“市民と行政の相互理解を深める”

の 2 つに視点をおき、取り組み状況の点検と評価を行うとともに、フォローアップ会議

と担当課との意見交換も行いました。 
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Ⅱ．総合計画の進捗状況の評価 

 

総合計画に基づくまちづくりは、基本構想に示す目指すべき将来像の実現に向けて、

基本計画第 1 章で示す“3 つのしくみづくり”としての「横糸」を、基本計画第 2 章で

示す“7つの施策大綱”としての「縦糸」に織り込みながら進めることとされています。 

総合計画の進捗状況を評価するためには、「横糸」と「縦糸」について、それぞれの取

り組み状況を確認することが必要であることから、今年度についても、基本計画第 1 章

と第 2章、それぞれの取り組み状況について点検を行いました。 

 

１．基本計画第 1 章について 

基本計画第 1章では、「人権の実現を理念とした市民参加のしくみづくり」の実現に向

けて、「さまざまな市民の人権が実現され、市民の主体的なまちづくり活動を活性化する

とともに、市民参加や協働のまちづくりを推進するための多様なしくみを整えます。」と

いう方向性が示されています。 

  基本計画第 1 章の進捗状況を評価するためには、取り組みが基本計画の方向性に沿っ

て進められていることを確認する必要があり、経年的にデータを蓄積・整備している「フ

ォローアップシート①」を用いて、点検を行いました。 

 

【取り組み状況】 

平成 26 年度には、「市民公益活動支援センターシンポジウムの開催」、「定住促進ポー

タルサイトのリニューアル」、「市職員による清掃活動」の取り組みのほか、フォローア

ップ会議委員と各課職員との意見交換会の実施など、基本計画の方向性に沿った新たな

取り組みが、これまでの取り組みに加えて行われていることが確認できました。 

 

【評価と課題】 

計画期間中の取り組みを“見える化”する形で整備を進めている「フォローアップシ

ート①」を点検する限り、基本計画の方向性に沿った市民参加の取り組みは、少しずつ

ではありますが増えており、基本計画第 1 章で示す“3 つのしくみづくり”は、順調に

進展していると言えます。 

しかしながら、“3つのしくみづくり”は順調に進展しているとはいえ、さらなる取り

組みの余地があると考えられます。 

昨年度のフォローアップ会議では、フォローアップシートをはじめとする、市全体の

取り組みを総合計画の体系に沿って経年的に整理した資料は、市民と行政の共通の財産

であり、その資料を蓄積するだけでなく、有効活用することが重要であることを提言し

ています。 

“3つのしくみづくり”は、市民と行政のそれぞれが、“発想の転換”に努めることに

より推進されることから、今後においても、市民と行政の“気づき”が促進されるよう、

これらの財産の有効活用に努めてください。 
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２．基本計画第 2 章について 

基本計画第 2章では、基本構想に掲げる“7つの施策大綱”を推進するために必要な、

分野別の方向性が示されています。 

基本計画第 2章の進捗を評価するためには、“7つの施策大綱”の推進に向けて実施さ

れる各事務事業が、適切な成果指標を設定しながら、基本計画の方向性に沿って進めら

れていることを確認する必要があります。 

  今年度は、継続評価の有効性の観点から、昨年度点検を行った事業と同一の基本計画

第 2章各節各項の事業について、「事務事業評価表」を用いた点検を行いました。 

 

 

本年度点検を実施した事業 

2章 1節 1項 平和のつどい 

2章 1節 2項 人権文化センター事業（講座事業） 

2章 1節 3項 男女共同参画推進事務 

2章 2節 1項 広報誌発行事業 

2章 2節 2項 小学校耐震及び補強事業 

2章 3節 1項 保育所職員研修事業 

2章 3節 2項 生涯学習推進事業 

2章 4節 1項 救急救命士の育成事業 

2章 4節 2項 がん予防対策事業 

2章 4節 3項 地域生活支援事業 

2章 4節 4項 保健事業（特定健康診査） 

2章 5節 1項 公害対策事業 

2章 5節 2項 公園管理事業 

2章 6節 1項 防犯対策事業 

2章 6節 2項 道路維持補修事業 

2章 6節 3項 （仮称）若松地区公共施設再整備事業 

2章 7節 1項 下排水路管理事業 

2章 7節 2項 商業活性化総合支援事業 

2章 7節 3項 観光振興事業 
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【取り組み状況】 

点検を実施した各事務事業評価表については、事務事業評価表の記載内容の充実など、

これまでのフォローアップ会議で指摘・提言を行ってきた事項への対応も含めて、取り

組みが安定化してきているほか、基本計画第 2 章第 1 節第 1 項「平和のつどい」におい

て、成果指標の実績好転に向けた事業見直しが行われているほか、基本計画第 2 章第 4

節第 3 項「地域生活支援事業」では、法改正により指標の対象範囲が変更になったこと

に伴い、市障がい福祉計画の計画値とあわせて事務事業評価の指標予定値を変更するよ

うな取り組みも確認することができました。 

 

【評価と課題】 

基本計画第 2 章で示す“7 つの施策大綱”を推進するためには、分野別に展開される

各事務事業が、適切な成果指標を設定し、事務事業評価に取り組みながら進められる必

要があります。 

今年度点検のために抽出した事業を見る限り、成果指標の設定をはじめとする事務事

業評価の取り組みは、着実に定着してきている印象を受け、また成果指標の実績好転に

向けて事業を見直す事例や、法改正に基づき指標予定値を変更する事例も確認できまし

た。 

継続的な進捗管理の観点で言えば、指標設定を安易に変更することは好ましくありま

せんが、法改正など事業の方向性が大きく変化する状況下においては、必要に応じて予

め設定した指標を見直すことも必要と考えられ、そういった点から見ても、基本計画第

2章で示す“7つの施策大綱”の推進に向けた各分野の取り組みは、順調に進展している

と言えます。 

しかしながら、これまでのフォローアップ会議でも提言したとおり、今後、“7つの施

策大綱”をさらに推進するためには、事務事業評価の質の向上が必要です。そのために

は、取り組みの過程において、行政サービスの受益者である市民の多様な視点を取り入

れるなど、行政と市民の意識の差を埋めることが重要となり、また、それは“3 つのし

くみづくり”の進展にも寄与するものと考えます。 

総合計画の目標年次が平成 28年度まであることを踏まえ、総合計画全体の実効性を担

保するためにも、可能な限り全ての事業について、質の高い事務事業評価の取り組みを

進めるとともに、その取り組みを“見える”形で市民に情報発信し、“発想の転換”を促

していくことが必要と考えます。 

 

以上のことを踏まえながら、今後も取り組みの継続と、事業効果の確保に努めてくだ

さい。 
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Ⅲ．担当課との意見交換について 

 

一昨年度、フォローアップ会議が提案した「今後のフォローアップにおいては、各分

野に携わる職員の参加機会を確保するなど、行政と市民の相互理解を深める取り組みに

ついて、可能なところから実施していく」という内容を受け、昨年度から実施している

フォローアップ会議と担当課職員との意見交換を、今年度も実施しました。 

実施にあたっては、より総合的に意見交換を実施する観点から、基本計画第 1 章及び

第 2 章各節の施策を実施する担当課を意見交換の対象とし、今年度については以下の担

当課を選定することで、昨年とあわせて総合計画全体を網羅することとし、担当課が所

管する事務事業の実施過程における“3 つのしくみづくり”の取り組み状況を中心に、

ヒアリングを行いました。 

 

意見交換を実施した担当課 

2章 1節 平和ですべての市民が互いに尊重しあえるまちをめざす 人権政策課 

2章 2節 透明性が高く市民本位の地域経営をめざす 情報公開課 

2章 4節 いつまでも健やかで生きがいを持って暮らせるまちをめざす 高齢介護課 

2章 6節 安全で快適に暮らせるまちをめざす 道路交通課 

 

昨年度の意見交換では、担当課における事務事業の実践は、市民参加の“3 つのしく

みづくり”の実践であり、「横糸」を「縦糸」に織り込んだ結果がもたらす“結び目”に

ほかならないことを確認しました。 

今年度も、担当課との意見交換を行う中で、様々な事務事業の取り組み状況をヒアリ

ングしましたが、事業実施にあたって可能な限り市民の声に耳を傾ける姿勢や、総合計

画との整合性を図った計画に基づく地域住民との協働の方向性・取り組みなど、様々な

場面で「横糸」が「縦糸」に織り込まれた“結び目”が確認されました。 

また、総合計画の基本理念である人権の実現に向けて、自治体行政が人権行政である

ことの全庁的な意識醸成を図る取り組みや、市民参加を促すための情報発信において、

高度情報化社会の進展により情報取得手段が多様化する中、SNS 等の新たなツールによ

る積極的な情報発信に取り組む一方で、求められる必要な情報を分かりやすく伝えるた

めの工夫が行われているなど、「横糸」を「縦糸」に織り込み、“結び目”を育てるだけ

でなく、新たな“結び目づくり”を促す取り組みが行われていることも確認できました。 

総合計画に基づくまちづくりを推進していくためには、今後においても、様々な場面

で“結び目”を作り、あるいは育て、「横糸」の「縦糸」への織り込みの質を高めていく

ことが重要ですが、そのためには、担当課が日々の業務の中で“3 つのしくみづくり”

をさらに意識し、市民と行政の“発想の転換”を促すことが必要です。 

担当課との意見交換は、我々フォローアップ会議委員だけでなく、参加された職員の

方々にとっても、“発想の転換”を促す機会となったのではないかと考えますので、今後

においても、市民と行政の相互理解を深める取り組みの継続に努めてください。 
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おわりに 

 

今年度のフォローアップ会議では、総合計画が後半を迎えていることを踏まえ、総合

計画全体を捉えた進捗状況の評価の継続を行うとともに、市民と行政の相互理解を深め

る取り組みとして、担当課との意見交換を実施しました。 

 

総合計画全体を捉えた進捗状況については、点検の結果、基本計画に示す“3 つのし

くみづくり”と“7 つの施策大綱”は、それぞれ順調に進展していることが確認できた

ものの、“3つのしくみづくり”については、さらなる取り組みの余地もあるものと考え

られ、これまでのフォローアップ会議を通じて整備を進めてきた資料の蓄積を有効活用

し、今後においても“気づきのきっかけ”を醸成しながら取り組みを推進していくこと

は、第 4 次総合計画のさらなる進展に寄与するだけでなく、次期総合計画にも繋がるも

のと考えます。 

 

また、担当課との意見交換においては、担当課での事務事業の実践は、“3つのしくみ

づくり”の実践にほかならず、様々な場面で「横糸」を「縦糸」に織り込んだ結果がも

たらす“結び目”が再確認できたほか、新たな“結び目づくり”を促し、“結び目”を育

てるための取り組みが行われていることも確認することができ、意見交換の場が、我々

フォローアップ会議委員にとっても、出席された担当課の職員にとっても、“新たな気づ

きの場”となったものと考えられます。 

市民と行政の相互理解を深めるための取り組みは、今後のまちづくりを好転させるた

めに重要なものであると考えられることから、今後においても、こうした取り組みが継

続されるとともに、しくみづくりのさらなる推進が図られることを期待いたします。 

 

  地方分権が進展する中、住民に一番身近な基礎自治体として、富田林市の独自性を担

保していくためには、市政全般を方向付ける“柱”が必要と考えられ、第 4 次総合計画

の計画期間が平成 28年度までであることを踏まえると、次期総合計画が今後の“柱”と

なるものと考えます。 

次期総合計画の策定にあたっては、これまで培ってきた「人権の実現を理念とした市

民参加のしくみづくり」の芽生えを枯らすことなく、芽を幹に成長させ、地域にいつま

でも根ざすものとなるよう、第 4 次総合計画の基本理念が発展的に継承されることを祈

念いたします。 
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平成 27年度フォローアップ会議委員一覧（順不同） 

氏 名 所 属 等 ※ 備 考 

大 西  美 苗 富田林市婦人団体連絡協議会会長  

前川  仁三夫 市民懇談会副会長 職務代理 

湯口  香津子 東公民館クラブ連絡会会長  

吉 川  耕 司 大阪産業大学教授 座長 

    ※所属等については、第 4次総合計画 P.153「総合計画審議会委員」より転記 

 

 

平成 27年度会議の開催日 

第 1回 平成 28年 1月 20日 

第 2回 平成 28年 2月 12日 

第 3回 平成 28年 2月 22日 

第 4回 平成 28年 3月 14日 
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平成 27年度フォローアップ会議資料一覧 

第 1回 

平成 27年度総合計画フォローアップ会議委員名簿 

富田林市総合計画フォローアップ会議設置要綱 

会議の公開に関する指針 

フォローアップシート① 

フォローアップシート② 

各種数値データ一覧表 

平成 26年度市民アンケート（重要度・満足度） 

市民アンケート調査結果ランキング 

平成 26年度事務事業評価集計表 

平成 26年度事務事業の施策別分類 

第 4次総合計画第 8期実施計画 

平成 21年度フォローアップ会議報告書 

平成 22年度フォローアップ会議報告書 

平成 24年度フォローアップ会議報告書 

平成 25年度フォローアップ会議報告書 

平成 26年度フォローアップ会議報告書 

第 4次総合計画基本計画検証会議報告書 

事務事業評価表（19事業分） 

 

 

 



第４次総合計画 

○ 総合計画フォローアップ会議の工程表（平成２７年度改訂版） 

 

① 総合計画（１０年間）のＰＤＣＡサイクル 

 

区 分 

 

以 前 

 

１９年度 

 

２０年度 

 

２１年度 

 

２２年度 

 

２３年度 

 

 ２４年度 

 

 ２５年度 

 

 ２６年度 

 

 ２７年度 

 

 ２８年度 

 

２９年度以降 

１． 第４次総合計

画の実施 

   [Ｐ] 

(計画策定) 

      [Ｄ]                 

２ . しくみづくりに

関わる条例等

制度の構築 

            

３．フォローアップ

会議 

      (＊1) 

 

 

      [Ｃ] 

（○） 

 

 

   （○） 

 

 ● (＊3) 

 

   ● 

       

   ● 

[Ａ] 

   ● 

 

   ● 

 

   ● 

 

   ● 

 

   ● 

 

 

４．基本計画検証

会議 

       (＊2) 

     [Ｃ] 

   ●  

  

    

 

    

５．次期総合計画

の策定 

      

          

[Ｐ] 

[Ａ] 

 

 

 

 

６．次期総合計画

の実施 

           [Ｄ] 

(＊1)：フォローアップ会議は、基本計画第１章のしくみづくりおよび第２章各施策の実施状況を調査・検証・評価していくため、総合計画策定後毎年開催する。 

(＊2)：基本計画検証会議は、基本計画の見直しを行うために総合計画策定後５年である平成２３年度に開催した。 

 

 

 

    ③ 実施計画（１年分）のＰＤＣＡサイクル     ② フォローアップ会議（毎年）のサイクル (＊3) 

フォローアップ会議

（第１章、第２章各施策

の検証）       [Ｃ] 

フォローアップ 

   報告書 

事業実施（１年） 

          [Ｄ] 

実施事業一覧 

実施計画書（３ヵ年） 

          [Ｐ] 

事業計画書（３ヵ年） 

          [Ｐ] 

行政評価（前年度事業） 

[Ｃ] 

行政評価シート 

（ 事業成果指標 ） 
（しくみづくり指標） 

事業・予算査定 
[Ａ] 

   説  明 

しくみづくり一覧 


